
【一般介護予防事業・

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業】

住民主体の通いの場 立ち上げ支援・継続支援

いきいき百歳体操（介護予防の運動）を中心として、運動による健康づくりを目的に、

集落の公民館等に週 1回、3人以上集まる住民主体の通いの場の立ち上げを支援します。

2年目以降も継続的な支援を行います。

[立ち上げから 1年目まで]

① 介護予防の普及啓発と「いきいき百歳体操」の紹介・説明

② 技術支援、栄養講座 1回

③ 体力測定の実施（初回と実施から 3か月後）

④ 体操の DVD の無料貸出

[2 年目以降]

希望グループに体力測定 1回、口腔講座、リハビリ専門職の派遣等

担当：保健福祉課高齢者支援係、健康推進係

いきいき健康セミナー

75 歳を機に健康寿命を意識していただくため、後期高齢者医療被保険者証をお渡しする

際に、保健師、管理栄養士、歯科衛生士による健康寿命と介護予防の講話やお家で簡単に

できる体操を紹介するセミナーを開催しています。

対 象 者：75 歳に到達する方

場 所：庄内町役場Ｂ棟

時 間：午後 2時～3時

担当：保健福祉課高齢者支援係、健康推進係、税務町民課国保係

介護予防教室

健康寿命の延伸・介護予防のため、栄養士、歯科医師、歯科衛生士等による講話や体操

などを指導する教室を開催します。

対 象 者：介護予防に関心のある方

場 所：各まちづくりセンター等

日 程：年間を通じて開催

利用料金：無料

担当：保健福祉課高齢者支援係、健康推進係

随時広報等で周知します。
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通所型介護予防事業（元気アップ教室）

65 歳以上で健康づくりに興味のある元気な方、足腰が弱くなった方、閉じこもり予防の

ために交流したい方など、参加者が一緒に楽しく健康体操やレクリエーション等の活動を

通し、心と身体のリフレッシュと健康寿命の延伸を図ることを目的にした事業です。

利用料金：茶菓代など一部自己負担あり

利用方法：実施事業所または地域包括支援センター、担当にお問合せください。

実施事業所（名称） 電話番号 住 所

ＪＡあまるめ（拠り所しゃんしゃん） 45-1500 庄内町余目字三人谷地 172

ソ ラ ー ナ 44-2011 庄内町南野字北野 100-2

担当：保健福祉課高齢者支援係

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職が高齢者の自宅や通いの場等を訪問し、身体機能向上のため

の運動指導や生活機能向上のための助言や、住宅環境、生活領域等の評価を行います。

対 象 者：65 歳以上の方

派遣職種：理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士等

利用料金：無料

担当：保健福祉課高齢者支援係

健康しょうないマイレージ事業

住民主体の介護予防活動（いきいき百歳体操など）を実施する団体への支援で、団体に

参加する方お一人につき、20 回参加ごとにゆりカード 1枚と交換できます。

対 象：以下をすべて満たす団体

① 住民主体の介護予防活動を行う団体

② 町から補助金等を受けていない団体

③ 3名以上で、月 3回以上、おおむね 2時間程度、おおむね通年で活動する

団体

担当：保健福祉課高齢者支援係

高齢者訪問事業

生活習慣病重症化予防、閉じこもり予防、低栄養予防等のために保健師、栄養士が自宅

に訪問します。

利用料金：無料

担当：保健福祉課高齢者支援係、健康推進係
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【認知症関係事業】

ほっとひと息カフェ(認知症カフェ)

物忘れが気になる・心配という方やその家族、ちょっと誰かと話をしたいなど、お茶を

飲みながら安心して話せる場です。

日 程：毎月第一月曜日午前 10 時～11 時 30 分（出入り自由）

場 所：保健センター

料 金：無料

担当：地域包括支援センター

もの忘れ相談

物忘れが気になる・心配という方やその家族、近隣で心配な人がいる等、もの忘れにつ

いての相談をお受けします。地域包括支援センター職員が自宅へ出向くこともできます。

また、地域の集会などにうかがい、認知症のお話をします。

日 程：毎月第三金曜日午前 10 時～12 時（出入り自由）

場 所：狩川まちづくりセンター（旧立川総合支所）2階

※ 令和 5年 7月 17 日までは、立川老人福祉センター

料 金：無料

担当：地域包括支援センター

認知症サポーター養成講座

認知症になっても安心して暮らせる町をめざし、認知症サポーター（認知症の方や家族

の応援者）を養成するため、「認知症を理解する」講義と DVD 上映、寸劇等を行います。

講 師：認知症キャラバン・メイト

対 象：小・中学校、企業・団体

料 金：無料

日 程：相談に応じ随時開催

担当：保健福祉課高齢者支援係
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徘徊高齢者事前登録事業

高齢者安心おかえり登録事業

高齢者等が行方不明になった場合に早期に発見し、保護するため、認知症等により徘徊

のおそれのある高齢者等を事前登録する事業です。

対 象 者：町内に住所を有し在宅で生活する 65 歳以上の認知症等により徘徊のおそれ

のある方

登録方法：登録を希望される方は、担当まで連絡ください。地域包括支援センター職員

が自宅に伺い、手続きについて案内いたします。

担当：保健福祉課高齢者支援係、地域包括支援センター

どこシル伝言板

高齢者安心おかえり登録事業に登録した高齢者等の早期発見につなげるシステムです。

■利用料金は無料です。

■利用を希望の方は担当まで相談ください。

担当：保健福祉課高齢者支援係

徘徊声かけ訓練

認知症の方を実際に見かけたときに戸惑ってしまわないよう、実際に徘徊していること

を想定し徘徊者役に声をかける疑似体験や見守りの方法と捜索方法を学んでもらいます。

講 師：認知症地域推進員、庄内警察署職員、認知症キャラバン・メイト

対 象：全町民

料 金：無料

日 程：会場となる学区地区の住民の方と調整します

担当：保健福祉課高齢者支援係
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【生活支援関係】

在宅高齢者軽度生活援助事業

おおむね 65 歳以上の 1人暮らし又は高齢者のみの世帯の方で疾病、認知症、虚弱等の理

由から生活の一部を支援する必要がある場合に必要最低限の範囲で支援します。介護サー

ビス等が利用できる場合は、そちらが優先されます。

支援内容 利用者負担 町負担 備考

布団干し

1 回

８７円 ７９２円

食材等の買い出し ８７円 ７９２円

週３回まで

（１回：１時

間以内）

食材の調理 ８７円 ７９２円

ゴミ出し ２２円 ２００円

暖房機の給油 ２２円 ２００円

清掃（玄関、居間、寝室、台所、便所、浴室）
1 時間

８７円 ７９２円

住宅の雪囲いの設置及び撤去 １１０円 １，００３円

利用できる事業所 電話番号 所在地

庄内町シルバー人材センター 42-3122 庄内町余目字大塚 1-2

ＪＡあまるめ（拠り所しゃんしゃん） 45-1500 庄内町余目字三人谷地 172

担当：保健福祉課高齢者支援係

訪問理美容サービス事業

理髪店及び美容院に出向くことが困難である在宅のおおむね 65 歳以上の方が、居宅で理

美容サービスを受けるときの理美容店の出張旅費を町が負担します。

出張旅費：1回につき 1,000 円の助成

利用回数：年 6回（2か月に 1回）

担当：保健福祉課高齢者支援係

高齢者等安心通報事業

65 歳以上の方のみの世帯等で、慢性的な疾患を有する方や突発的に生命に危険な症状が

発生する持病を有する方に対し、ペンダント型無線通報装置、緊急通報用電話機等を貸与

し、緊急時に対応できる体制をとります。

利用者

負担

設置費用
■町民税課税世帯：全額 ■町民税非課税世帯：半額

■生活保護受給世帯：無料（※設置費用は約 15,000 円程度）

保守費用

（月額）

■町民税課税世帯：300 円

■町民税非課税世帯及び生活保護受給世帯：無料

担当：保健福祉課高齢者支援係
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自立支援短期入所事業

要介護認定を受けていない 65 歳以上の方で、一時的に保護が必要な方を特別養護老人ホ

ームに短期入所させ、日常生活の支援及び指導を行います。

内 容：特別養護老人ホームへの短期間の入所

利用日数：年間 7日以内

利用できる事業所 電話番号 所在地 １日の利用料金

山 水 園 56-3522 庄内町狩川字笠山 433-3 ２，３００円

ソ ラ ー ナ 44-2011 庄内町南野字北野 100-2 ２，４５５円

※送迎を希望する場合は、別途利用料金が発生します。

担当：保健福祉課高齢者支援係

救急医療情報キット配付事業

65 歳以上の方のみの世帯、心身に重度の障がいがある方のみの世帯に対し、「かかりつ

け医療機関、持病の内容、緊急連絡先を記入した紙」や「診察券、くすり手帳、健康保険

証のコピー」を入れて保管しておくボトル状のキットを配布します。また、キットの配布

を受けた方の住所等の情報を酒田地区消防本部に提供し、救急時に活用します。

利用料金：無料

担当：保健福祉課福祉係

高齢者世帯等雪下ろし支援事業

虚弱または障がいのある 65 歳以上の方のみの世帯、障がいのある方のみで生活する世

帯、または上記の高齢者及び障がいのある方のみで生活する世帯に対し、雪下ろしとその

除排雪を支援します。対象となる世帯と利用者負担は、下記のとおりとなります。

◆町民税非課税世帯で、近隣に雪下ろし支援者がいない場合

対象回数：立谷沢地区 3回、清川地区 2回、その他 1回

利用者負担：１回４，０００円

担当：保健福祉課福祉係

高齢者世帯等除雪支援事業

自力による玄関先通路等の除雪が困難な高齢者または障がい者の世帯に対し、除雪作業

を支援します。

利用者負担：３０分当たり １００円

担当：保健福祉課福祉係
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電動三輪車等購入費補助事業

運転免許証の交付を受けていない方で、70 歳以上の方または下肢障がいの身体障害者手

帳を所持している方が、町内業者から電動三輪車等を購入した場合に購入費を補助します。

補 助 額：購入費の１／２以内

ただし、町民税所得割が非課税の場合は 11 万円を限度とし、課税されている

場合は 5万 5千円を限度とする。

担当：保健福祉課福祉係

電動ハイブリット自転車購入費補助事業

70歳以上の方または身体障害者手帳を所持している方が町内業者から電動ハイブリッド

自転車を購入した場合に購入費を補助します。

補 助 額：購入費の１／４以内

ただし、町民税所得割が非課税の場合は 2 万円を限度とし、課税されている

場合は 1万円を限度とする。

担当：保健福祉課福祉係

高齢者補聴器購入費補助事業

65歳以上であり、障害者総合支援法に基づく補聴器に係る補装具費の支給を受けられず、

かつ補助対象者及び補助対象者を扶養する親族等に町民税所得割が課されていない方を対

象とし、補助対象者が補聴器を購入した場合に購入費を補助します。

補 助 額：購入費の１／２以内

ただし、2万円を限度とする。

担当：保健福祉課福祉係

健康ライフ応援事業

健康寿命の延伸を目的として、4月 1日現在において 65 歳以上の方に「健康ライフ応援

スタンプ帳」を配布します。

スタンプを貯める方法：町湯、北月山荘、町内理美容店（一部店舗を除く）の利用。

総合体育館トレーニングルームの会費の納付。

コメっちわくわくクラブへの入会金の納付。

スタンプを貯めたときの特典：(1)、(2)のどちらかを選択

(1) スタンプ帳に綴られているスタンプ券を無料券又は割引券と

して使用する。

(2) 無料券及び割引券を 1 枚も使用せずにスタンプを 20 個貯め

て、3千円相当の褒賞品を受け取る。

担当：保健福祉課福祉係
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【措置事業】

養護老人ホーム入所措置事業

65 歳以上の方で、居宅において適切な養護を受けることが困難な方が利用できる事業で

す。収入に応じ利用者負担があります。

事 業 所 名 電話番号 所在地 経営主体 定員

思 恩 園 0235-26-7610 鶴岡市馬町字枇杷川原 23 (福）思恩会 30

と も え 0235-35-0900 鶴岡市北茅原町 17 番 1号 (福）恵泉会 70

か た ば み の 家 35-1471 酒田市北千日堂前字松境 16 (福)かたばみ会 50

担当：保健福祉課高齢者支援係

【家族介護支援関係事業】

家族介護慰労金支給事業

要介護者を在宅で介護している家族の、介護負担の軽減と、要介護者の在宅生活を支援

するため、家族介護慰労金を支給します。

要 件

支給対象者 対象となる要介護者と同一世帯に属し、現に在宅で介護している介護者

対象になる

要介護者

■要介護 3 以上の要介護者、若しくは要介護 2 の要介護者で認定調査時

の主治医意見書において認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上のも

の（「要介護 2等」という。）、又はこれに相当すると町長が認める者

■在宅で介護された期間が 1年以上で（医療機関に入院した期間が 90 日

以上ある場合はその期間を除く）、次のいずれかに該当する要介護者

（1）福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用していること

（2）介護保険サービス（福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く）の

利用日数の合計が 1年の間 10 日以内であること

■町内に住所がある方で、介護保険料を滞納していない世帯

支給金額
【要介護 4、要介護 5】 年額２４万円

【要介護 2 等、要介護 3】 年額１０万円

担当：保健福祉課高齢者支援係

家族介護者交流会事業

介護をしている家族等の介護負担の軽減を図るため、リフレッシュする場の提供と介護

者相互の情報交換等の交流会の実施にあわせ、介護するうえで必要な知識を習得する講話

等を開催します。また、「要介護 2以上」または「認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢ

以上」の方の介護者がこの事業に参加するために利用する介護保険サービスの利用者負担

金等に助成をします。

担当：保健福祉課高齢者支援係

- 11 -



【その他のサービス】
＜ 注 意 ＞

・民間事業者のサービスについては、町内において利用実績があるサービス等を中心に掲

載しておりますので、全ての事業者のサービスを網羅するものではありません。

・民間事業者・関係団体のサービスについては各ホームページ、パンフレット、聞き取り

等により得られた情報をもとに掲載しています。料金など掲載の内容は予定なく変更さ

れる場合がありますので御了承ください。

安心・安全に関すること

（1）見守り
サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

やましん地域安

全ネットワーク

みまわりさん

県警、県、市町村と連携し、配達業務や集金

業務等を通して地域の安全を見守り、高齢者

や障がい者の生活の異変に気付いた際、担当

部署へ連絡します。

山形新聞

①余目専売所

第1～第3学区

②狩川専売所

第 4学区、立川

地域

①42-3079

②56-2594

象印マホービン

みまもりほっと

ライン

通信機能をもった「電気ポット」の使用によ

り、離れて暮らす家族の生活を見守ることが

できる、民間業者による有料の安否確認サー

ビスです。

＜料金＞(ポット 1台についての費用)

初期費用：5,500 円(税込)

利用料：3,300 円(税込)／月

象印マホービン

株式会社

※申込みはオン

ラインストアか

らとなります。

0120-950-555

HOME ALSOK

みまもりサポート

24 時間対応の相談や、もしものときに緊急

ボタンを押すとアルソックのガードマンが

駆けつけます。

※料金は利用する機器等により異なります。

ALSOK 山形株式

会社 酒田支社
0234-23-5551

まもるっく

GPS を搭載した端末を携帯することにより、

位置情報検索、高齢者のライフリズム異常の

感知、通話機能など、家族の見守りをするこ

とができます。

＜料金＞(レンタル 3 年契約)

初期登録費用 6,600 円(税込)

月額 1,870 円(税込)
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セコム・ホームセ

キュリティ

親の見守りプラ

ン

①緊急通報、②安否みまもり、③押し売り対

策、④火災発生通知、⑤空き巣対策の 5 つの

見守りを提供します。

＜料金＞

レンタル：月額 4,840 円(税込)

買い取り：月額 3,300 円(税込)

※別途初期費用等かかります。設置数・建物

構造・設置状況によって料金は異なります。

セコム・ホームセ

キュリティ
0120-756-892

みまもりサービ

ス

月１回郵便局員が利用者を直接訪問し、生活

状況を確認し写真付きの報告書でご家族等

に報告する有料サービスです。

＜利用料＞月額 2,500 円(税込) 郵便局

お客様サービス

相談センター

0120-23-28-86

携帯電話から

0570-046-666
みまもりでんわ

サービス

利用者へ毎日自動音声の電話にて体調確認

を行う有料サービスです。

＜料金＞

固定電話：月額 1,070 円(税込)

携帯電話：月額 1,280 円(税込)

見守りサービス

あんしんハロー

ライトプラン

自宅内の電球をハローライト電球に交換し、

前日朝 9:00～当日朝 8:59 の間に電球の

ON/OFF が確認できない場合、異常として検

知し、事前設定した通知先へメールでお知ら

せします。

＜料金＞

月額 1,078 円(税込)、設置費用は無料

ヤマト運輸

クロネコ見守り

サービスお問い

合わせ窓口

0120-86-2220

（2）相談

サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

消費者相談 消費生活相談を実施します。

①環境防災課

危機管理係

②庄内消費生活

センター

①43-0246

②0235-66-5451

法律相談

日常生活の諸問題について、弁護士による適

切な指導又は助言を受けられるように無料

法律相談を実施します。

社会福祉協議会

総務福祉課

①総務係

②福祉係

老人福祉センター

①43-3066(余目）

②56-3373（立川）

ライフサポート

庄内

成年後見人等の受任及び人権、消費生活、社

会福祉に関する相談と、研修会の開催、啓発

を行います。 ※要相談

NPO 法人ライフ

サポート庄内
22-3256

生活困窮者等相

談支援事業

仕事や生活など、様々な問題を抱えてお困り

の方に対し、悩みに寄り添い、問題解決に向

けて関係機関と連携して支援を実施します。

福祉総合相談セ

ンター

(社会福祉協議会)

43-6236

ひきこもり相談

ひきこもり状態にある当事者やその家族か

らの相談を月 2 回の相談会で受付けていま

す。（予約制）

福祉総合相談セ

ンター

(社会福祉協議会)

080-8208-2280
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外出に関すること

サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

町営バス

①幹線路線（立谷沢余目線）

北月山荘から役場間の往復便です。

②循環路線

町内を 4 つのコースで運行する循環便です。

【月・水・金 運行】1 コース（常万･大和方

面）、2 コース（八栄里･栄方面）

【火・木・土 運行】3 コース（吉岡･十六合･

狩川方面）、4コース（堀野･第三学区方面）

③中心市街地循環線

余目地内の医療機関及び大型店舗を含む中

心市街地を 1 日 8 回循環します。①の幹線

路線及び②の循環路線と接続ができます。

企画情報課

まちづくり係
42-0162

デマンドタクシー

デマンドタクシーは、予め決まった路線と時

間に運行する予約制の乗合タクシーです。

利用するためには、事前の登録が必要です。

≪運行区間≫

①三ケ沢から狩川駅の区間

②出川原から狩川駅の区間

③余目駅から日本海総合病院の区間

企画情報課

まちづくり係
42-0162

高齢者運転免許

証自主返納支援

事業

庄内町に住んでいる方で、運転免許証を自主

返納した高齢者に対し、新規申請は年間最大

2 万円、更新申請は年間最大 1 万円の「タク

シー利用券」を交付します。余目タクシー、

立川タクシー、ハーティ―タクシーで利用で

きます。毎年度申請手続きが必要です。更新

申請は 4 年間（4 回）できます。

※タクシー券利用後は、高齢者外出支援事業

(32 ページ)への切替はできません。

環境防災課

危機管理係
43-0246

コープくらしの

たすけあいの会

生活協同組合共立社が実施する高齢者（要介

護・要支援・事業対象者）等への有償の送迎

サービスです。※対応については要相談とな

ります。

＜料金＞

1 時間 750 円＋ガソリン代(活動者宅から利

用者宅まで)1㎞×30 円

要相談

生協共同組合

共立社

鶴岡地域

0235-25-9980

酒田地域

33-0479

便利屋わごう

買い物や通院の付添いと送迎をセットで行

います。対応について詳しくはお問い合わせ

ください。

※利用対象：余目第四学区お住いの方のみ

送迎範囲：町内または、鶴岡市藤島地区

余目第四学区

余目第四まちづ

くりセンター

44-2162

- 14 -



高齢者の外出付

添いサービス

高齢者の日常的な外出(通院、お買い物等)の

付き添いを行います。

＜料金＞(税込)

60 分以内 3,000 円

60 分以降は 15分毎に 500 円加算

＋出張料 500 円

庄内町全域
丸山 徹

070-9003-3213

交流・生きがいに関すること

サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

集落いきいきサ

ロン

住民主体で気軽に集える憩いの場所として

サロン活動を推進しています。サロン活動を

年 5 回以上実施する集落には、助成等の支援

を行っています。

社会福祉協議会

総務福祉課

福祉係

56-3373

コメっちわくわ

くクラブ

ストレッチ、筋力トレーニング、フレイル予

防体操など、依頼・目的に合わせたプログラ

ムを提供します。

庄内町総合型

スポーツクラブ

コメっちわくわ

くクラブ

43-3347

庄内余目病院

疾病予防施設

健康推進センター

体力・筋力の増進のため、資格を持つスタッ

フが一緒にトレーニングやレクリエーショ

ンを行っています。また、病院送迎バス（健

康友の会入会）が利用できます。利用方法に

ついては、お問い合わせください。

庄内余目病院

疾病予防施設

健康推進センター

43-3434
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日常生活に関すること

（1）家事支援
サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

シルバー人材セ

ンター家事支援

サービス

シルバー人材センター登録者が日常の家事

支援を行います。

庄内町シルバー人

材センター余目本

所

42-3122

コープくらしの

たすけあいの会

組合員同士により、高齢者等の家事援助や

見守り支援を行います。

＜利用料＞

1 時間 750 円＋ガソリン代(活動者宅から利

用者宅まで)1㎞×30 円

生協共同組合共立社

酒田地域
33-0479

ニチイライフ

シニアお手伝い

サービス

民間業者による有料の家事代行サービスで

す。
ニチイ酒田支店 0120-212-295

ホームアルソッ

ク 家事代行サ

ポート

民間業者による有料の家事代行サービスで

す。

HOME ALSOK

ハウスサポートデ

スク

0120-24-3001

（2）買い物

サービス名 事業内容 実施地域
問合せ先及び

電話番号

高齢者向け野菜

集配事業

移動手段が乏しい高齢者に、道の駅しょう

ない風車市場で販売している商品(野菜・果

物・菓子・生花等)を届け、見守りネットワ

ーク機能を発揮します。また、野菜作りをし

ている高齢者宅へ野菜を集めにいき、道の

駅しょうない風車市場で販売します。

＜配達料金＞

1 回 200 円

※会員登録が必要になります。

立川地域

主に狩川地区

(立川地域全体対

応可)

道の駅しょうな

い風車市場

56-3039

個人宅配・共同

購入

希望の食品、日用品等を毎週 1 回、同じ曜

日・時間帯に自宅の玄関まで宅配します。安

否確認サービスや遠方に住む子ども等への

配達完了メールの送信サービス（無料）もあ

ります。

＜配達料金＞

・1人配達 220 円(高齢者、介護優遇 156 円)

・3 人以上の配達 無料

庄内町全域

生活協同組合共

立社

鶴岡酒田支部

0120-916-244
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お買い物お届け

サービス

店内で買い物した商品を専用コンテナに入

れ、有料で自宅に届けます。

＜配達料金＞

・専用コンテナ 315 円

・専用コンテナに入らない品物 315 円

※鮮度劣化の激しい食品、冷凍食品は不可

になります。

余目地域

三人谷地、字

町、上梵天塚、

滑石、下梵天

塚、沢田、大乗

向、上朝丸、土

提下、松陽

ヤマザワ余目店

42-2211

宅配サービス

店内で買い物した商品を宅急便を使い、有

料で当日宅配します。

＜配達料金＞配達業者料金

庄内町全域

主婦の店狩川店

買い物代行商品お届けサービスです。

＜配達料金＞

500～550 円

※少量の買い物は対応していません。

余目地域

第 4 学区の大真

木、古関周辺のみ

立川地域

狩川地区、清川

地区(成澤医院周

辺まで)

主婦の店狩川店

56-2014

JA ふれあい食材

週 3 回食材を配達します。

(庄内町：火・木・土)

＜料金＞(1 か月税込)

・週 3回 2人用(4つのコースから選択)

17,380～18,700 円

・週 3回 1人用 11,550 円

・週 2回 2人用 15,040 円

※コース、人数で料金が異なります。

庄内町全域

A コープ東日本

庄内食材センター

0235-64-5834

食材宅配サービ

ス

食材の宅配サービスです。手作り食材など、

コースや人数により料金が異なります。詳

しくはお問い合わせください。

※1 週間単位でのお届けになります。

立川地域

三ケ沢、添津

ヨシケイ山形

鶴岡営業所

0235-25-3161

余目地域

全域

立川地域

狩川地区、清川

地区(駅周辺まで)

酒田営業所

24-9546

お買い物便

とどけ～る

店内で買い物した商品を専用コンテナに入

れ、有料を自宅に届けるサービスです。

＜配達料金＞

専用コンテナ 1つ(25 ㎏まで) 550 円

※シニア感謝デー(15～17日)は半額となります。

受付店舗から

約 2 ㎞圏内

猿田、南口、

松陽、茗荷瀬

ツルハドラッグ

余目店

45-0388

大人用おむつケ

ース販売

店内で箱買いした大人用おむつ・パット(最

大 5 箱)を無料で届けるサービスです。

＜配達料金＞配達業者料金

全国どこでも可

イグゼ便利便

なんでもバザールあっでばで 2,500 円以上

のお買い物をした場合、対象地域内につい

て無料で配達します。(当日昼 12:00 まで受

付、配達 14:00～16:00)

＜配達料＞無料

店舗から片道 3㎞

以内

なんでもバザー

ルあっでば

42-1777

- 17 -



町内各商店

（移動販売車

含む）

商店によって配達をしている場合もありま

す。また、店舗販売はなくても移動販売を

している商店もあります。詳しくは各商店

にお問合せください。

各商店

（3）配食サービス

サービス名 事業内容 実施地域
問合せ先及び

電話番号

配食サービス

事業

65 歳以上の方のみの世帯で、調理が困難な

方に対して、安否確認を行いながら週 2 回

昼食を業者が配達します。

（余目地域：水・金、立川地域：火・金）

＜料金＞

1 回 300 円

庄内町全域

社会福祉協議会

総務福祉課

福祉係

56-3373

夕食宅配

月～金曜日 5 日間、1週間単位で登録し、毎

日夕食(お弁当)を宅配します。

＜料金＞(1 食税込)

3 つのコースから選択

・価格はお問い合わせください。

余目地域

全域

生活協同組合

共立社

夕食宅配事業部

0800-800-6265

有限会社マルハ

産業 みずほ

昼食等の宅配サービスです。

＜料金＞

日替弁当 2種類(1食税込)

・ご飯とおかず 450 円、550 円

・おかずのみ 350 円、450 円

余目地域

全域

立川地域

狩川地区(要問

合せ)

有限会社マルハ

産業 みずほ

43-2407

ハローランチ

昼食の宅配サービスです。

＜料金＞(1 食税込)

弁当 2種類

・ご飯とおかず 420 円、450 円

・おかずのみ 310 円、340 円

余目地域

全域

立川地域

要問合せ

株式会社

ハロージャパン

庄内店

0235-24-4223

余目地域

役場周辺(要問

合せ)

酒田店

26-1236

主婦の店狩川店

お弁当を宅配します。

＜料金＞(1 食税込)

・ご飯とおかず、おかずのみ

どちらも 600 円

余目地域

第 4学区の大真

木、古関周辺

立川地域

狩川地区、清川

地区(成澤医院周

辺まで)

主婦の店狩川店

56-2014

ミールタイム

管理栄養士監修の健康状態に合わせたお弁

当（冷凍）をカタログ、インターネットか

ら注文できます。

＜料金＞1食 600～750 円程度

全国

※会員登録が必要

です。

0120-054-014

携帯電話：0570-

054-014
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＜送料＞注文金額によって変わります。 FAX、インターネ

ットでも受付

冷凍弁当・おか

ずの宅配サービ

ス

冷凍弁当・おかずの宅配サービスです。＜料

金＞(税込)

・冷凍弁当

3 食セット 1,190 円

2 食セット 1,390 円

2 食セット(制限食)1,250 円

・レンジや湯銭での簡単調理

1 人用 1食 830 円～

立川地域

三ケ沢、添津

株式会社

ヨシケイ山形

鶴岡営業所

0235-25-3161

余目地域

全域

立川地域

狩川地区、清川

地区(駅周辺まで)

酒田営業所

24-9546

（4）その他の福祉サービス
サービス名 事業内容 問合せ先 電話番号

福祉サービス

利用援助事業

日常生活を営むために必要な福祉サービス

を適切に受けるための情報提供・助言、利用

手続きの援助、日常的な金銭管理、書類等の

預かり等を行います。

社会福祉協議会

総務福祉課

福祉係

56-3373

生活福祉資金貸

付制度
低所得、障がい者、高齢者世帯等で、生活の

安定や社会参加の促進を図るために必要な

資金の貸付と生活支援を行います。(金融機

関からの借入れや他制度優先)

社会福祉協議会

①福祉総合相談セ

ンター

総務福祉課

②総務係

③福祉係

①43-6236

②43-3066

③56-3373
福祉資金

生活援護金

経済的に生活が困窮している世帯に対し、

生活の安定を図ることを目的として 8 月に

援護金を支給します。

社会福祉協議会

総務福祉課

福祉係

56-3373

便利屋おたすけ

草むしりや木の伐採、不用品の片付け作業

等困った時や家事支援等の生活支援サービ

スです。対応について詳しくはお問い合わ

せください。

＜料金＞内容によって異なります。

＜実施地域＞庄内町全域

便利屋おたすけ 090-1491-7170

訪問美容サービス

ヤドカリヘア

カット

美容師による訪問ヘアカットサービスを提

供します。

＜料金＞1回 2,000 円(税込)

＜実施地域＞余目地域 全域

立川地域 狩川地区まで

ヤドカリヘア

カット
090-7661-4163
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